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概要 

電子申請マニュアルは「①基本操作編」「②実践編」「③申請手続き編」の３編に分け

て構成しています。 

この「③申請手続き編」では、「電子申請用の報告書様式（以下、報告書様式とい

う）」を用いて作成した申請用報告書 ZIPファイルを、電子申請により提出する方法につ

いて解説します。 

基本的には「①基本操作編」⇒「②実践編」⇒「③申請手続き編」の順で確認いただく

ことをお勧めしております。「報告書様式を初めて利用する段階（基本操作が把握できて

いない状態）」の方は「①基本操作編」を、「報告書の入力作業を実際に行う段階」の方

は「②実践編」をご確認ください。 

 

① 本マニュアルの目的 

電子申請を完了できる状態になること 

② 対象となる段階 

申請用報告書 ZIPファイルを提出する 

③ 主に扱う内容 

・Grafferアカウントの登録・ログイン 

・電子申請画面での入力方法 

・申請用報告書 ZIPファイルの添付方法 

・申請完了までの流れ 

④ 本マニュアルを確認するタイミング 

・報告書の入力がすべて完了したあと 

・電子申請を行う直前 

・Grafferの操作方法を確認したいとき 
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１. GRAFFER アカウントの登録について 

福岡市特定建築物定期報告の電子申請には、株式会社グラファーが提供する

「Graffer スマート申請」を使用しています。電子申請を行うには、Graffer へのロ

グインが必要です。 

Graffer にアカウントを登録しておくと、過去に提出した報告書の情報をコピーで

き、申請者情報など同じ内容の入力を省くことができます。そのため、特定建築物定

期報告の電子申請にあたっては、アカウント登録を推奨しています。 

Graffer アカウントの登録方法については、グラファー公式ページに掲載されていま

すので、ご確認ください。 

 

【参考ページ】 

・Graffer アカウントの作り方を教えてください（グラファー公式ページ） 

https://graffer.jp/faq/wh3fgw 

 

２. 電子申請を行う 

ここでは、電子申請の流れについて解説します。 

なお、解説では建築物の申請を例にしています。建築設備及び防火設備の申請ペー

ジ画面とは一部表示が異なりますが、基本的な操作は同じです。 

 

１) 必要書類について 

電子申請する報告書データが作成されているか、確認をお願いします。 

【電子申請で提出するデータ】 

 ・申請用報告書 ZIPファイル 

電子申請用の報告書様式で作成された ZIPファイルです。 

ファイル名の形式は、 

申請用報告書_(報告年度)_(整理番号)_(建物名称).zip となります。 

例）申請用報告書_R08_331D12340_福岡監察ビル.zip 

 

２) 電子申請する 

以下の手順で申請してください。 

https://graffer.jp/faq/wh3fgw
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①  GRAFFER にログインする 

福岡市ホームページより定期報告の電子申請ページを開き、 

『新規登録またはログインして申請』をクリックします。 

クリックすると、ログイン画面が表示されます。 

 

ログイン方法については、グラファー公式ページをご確認ください。 

【参考ページ】 

・申請を始めるにはどうしたらいいですか（グラファー公式ページ） 

https://graffer.jp/faq/p3dmhp 

・ログイン方法を教えてください（グラファー公式ページ） 

https://graffer.jp/faq/irrgl8  

クリック 

https://graffer.jp/faq/p3dmhp
https://graffer.jp/faq/irrgl8
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②  申請を開始する 

ログインすると、以下のページが表示されます。 

ページの注意事項を確認し、『利用規約に同意する』にチェック、 

『申請に進む』をクリックしてください。 

 

 

  

チェック 

クリック 
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③  申請者の情報を入力する 

入力フォームに沿って、必須事項を入力してください。 

 

 

入力ミスや未入力がある場合は、入力欄が以下の状態になりますので、修正

してください。 

 

  

入力 

自動入力 
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『法人を検索して自動入力する』をクリックすると、法人情報の検索画面が

表示されます。検索された法人情報をクリックすると、調査会社名が自動入

力されます。 

 

 

全ての必須入力欄を入力後『一時保存して、次へ進む』をクリックして、建

物情報の入力に進みます。 

 

  

入力 

クリック 

自動入力 
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④  建物情報を入力する 

報告書の内容は所有者（又は管理者）への事前説明が必要です。 

事前説明した上で、説明済にチェックを入れてください。 

入力フォームに沿って、全ての必須入力欄を入力後『一時保存して、次へ進

む』をクリックして、報告書の添付に進みます。 

 

 

なお、整理番号欄には入力規則を設けておりますので、記入例を参考に入力

してください。（以下はエラーとなる入力例です） 

 

  

入力 

クリック 

チェック 
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⑤  申請用報告書データを添付する 

『ZIPファイルの添付』から、報告書データを添付します。『ファイルを選

択…』をクリックしてください。 

 

 

ファイル選択画面が表示されますので、報告書データを選択し『開く』をク

リックしてください。 

 

 

  

クリック 

選択 

クリック 
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選択したファイルが画面に反映されます。 

データ容量の関係で ZIPファイルが分割されている場合は『もう１件追加す

る』をクリックし、１件目と同様の手順で残りのファイルを添付してくださ

い。 

 

 

データ添付後『一時保存して、次へ進む』をクリックし、結果通知書送付先

情報の入力に進みます。 

任意入力欄は必要な場合のみ入力してください。 

 

  

クリック 

必要な場合のみ 

入力 

クリック 

確認 
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⑥  結果通知書送付先情報を入力する 

入力フォームに沿って、全ての必須入力欄を入力後『一時保存して、次へ進

む』をクリックして、申請内容の確認に進みます。 

任意入力欄は、必要な場合のみ入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入力 

クリック 

必要な場合のみ

入力 
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⑦  申請内容を確認する 

これまでに入力した情報が表示されますので、誤りがないか確認してくださ

い。確認が終わったら『この内容で申請する』をクリックして申請完了で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
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⑧  申請完了 

『申請が完了しました』と表示されます。 

登録したメールアドレス宛に、申請完了のメールが送信されますのでご確認

ください。 

 

 

３) 申請した内容の確認、修正、申請の取り下げについて 

申請した内容は修正できません。申請内容の確認、申請の取り下げ方法につい

ては、グラファー公式ページをご確認ください。 

 

【参考ページ】 

 ・申請した内容を修正したい（グラファー公式ページ） 

https://graffer.jp/faq/0tcq0h 

・間違って申請してしまった（グラファー公式ページ） 

https://graffer.jp/faq/0opwsq 

https://graffer.jp/faq/0tcq0h
https://graffer.jp/faq/0opwsq
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３. 申請情報のコピーについて（複数件申請時など） 

Graffer へログインして申請をした場合は、前回の申請内容をそのまま引き継いで

申請することで、同じ内容（申請者情報など）の入力を省略できます。 

申請情報のコピー方法については、グラファー公式ページに掲載されていますの

で、ご確認ください。 

 

【参考ページ】 

・以前申請した手続きを再度申請するとき、また最初から申請しなければなりません

か（グラファー公式ページ） 

https://graffer.jp/faq/3w9feu 

 

なお、引き継ぎでコピーされる情報（引継情報）は以下のとおりです。 

申請の際は情報を適宜修正し、誤りがないことを確認してください。 

 

 
引き継ぎ不可 

ファイル添付要 

引継情報 

引継情報 

引継情報 

引継情報 

https://graffer.jp/faq/3w9feu
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